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（仮称）第６次調布市総合計画策定方針  

 

 

 この方針は，調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例（平成 24 年

12 月 18 日条例第 45 号。以下「自治基本条例」という。）第 12 条に基づ

き （ 仮 称 ）第 ６ 次 調 布 市 総 合計 画 （ 以 下 「 次期 総 合 計 画 」 と いう 。） を 策 定

するため，基本的な事項を定めるもの である。  

 

 

１  計画策定の必要性と背景  

調布市は，平成 ２５（２０１３）年度から令和 4（２０２２）年度を計

画 期 間 と す る ， 第 ５ 次 調 布 市 総 合 計 画 （ 以 下 「 現 行 計 画 」 と い う 。） に基

づき，基本構想に掲げたまちの将来像「みんなが笑顔でつながる・ぬくも

りと輝きのまち調布」の実現に向け，総合的かつ計画的なまちづくりを進

めている。    

現行計画においては，東日本大震災の経験を踏まえ，災害に強いまちづ

くりをはじめ，市政の第一の責務である 安全・安心の確保や市民生活支援

に継続的に取り組むことを基調とした 。  

また，子ども・福祉分野においては，妊娠期から子育て期にわたる切れ

目ない支援や地域包括ケアシステムの構築など，国の制度改正等に対し て

も，適切な対応を図ってきた。  

加えて，京王線の地下化を契機とする調布のまちの 南北一体の都市基盤

整備の着実な推進，ラグビーワールドカップ日本大会及び東京２０２０大

会を契機とした 各種取組の展開など，ソフト・ハード が一体となったまち

づくりを多様な主体と連携しながら推進してきた 。  

今般の次期総合計画 の策定に当たって は，こうしたこれまでの総合計画

に基づくまちづくりの成果を基盤 としつつ，引き続き「調布 市民憲章（昭

和 ５ １ 年 ）」 や，「 国 際 交 流 平 和 都 市 宣 言 （ 平 成 ２ 年 ）」 な ど の ま ち づ く り

の基本理念の根底にある考え方を継承 し，今後の市政を取り巻く社会潮流

を踏まえ，市民参加と協働の実践を重ねながら 検討を進めていく。  

検討に当たっての前提として，近年の気候変動に伴い激甚化・頻発化す

る風水害や震災対策，人口減少社会の到来を 見据える中での 少子高齢化の

進行，公共施設やインフラの老朽化，地球規模の環境意識の高まり，ユ ニ

バーサルデザインの考え方の定着，市民の価値観・ラ イフスタイルの変化，

地域コミュニティの希薄化 ，中心市街地の基盤整備 及び各地域におけるま

ちづくりなど，従来の課題は新たな局面を迎える。  

こうした多様化・複雑化する課題に対し，幅広い 市民の参加はもとより，

ＮＰＯ・企業・大学など多様な主体の参加と協働により，総合的かつ計画
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的にまちづくりを進めることの 必要性は，今まで以上に高まるものと考え

る。  

併せて，持続可能なまちづくりや地域活性化を図るため，国際社会全体

の共通目標である SDGｓ ※ 1 の達成や国全体の共通課題である地方創生 に

向けた取組などの一層の推進が重要となる。  

一方で，今般の新型コロナウイルスの感染拡大は，市民生活や地域経済

に非常に大きな影響を及ぼし，社会及び市民の意識や生活様式に変化をも

たらした。  

そ の 変 化 の 一 つ と し て 国 や 東 京 都 が 相 次 い で デ ジ タ ル 化 推 進 の 方 向 を

打ち出すこととなった。市としても，デジタル技術やデータを活用した市

民の利便性の向上を目指し，積極的な取組を推進していく必要がある。  

ま た ， 防 災 ・ 減 災 対 策 と の 横 断 的 連 携 に よ り 推 進 す る 施 策 に つ い て は ，

フェーズフリー ※ 2 の考え方を含む多角的な視点から検討 するなど，柔軟な

考えを取り入れていく必要がある 。  

このような認識の下，現行計画 を引き継ぎ，市の将来像を中長期的に展

望し，計画行政における中心的な役割を担う計画として，令和５年度を初

年度とする（仮称）次期総合計画を策定する。  

 

  ※ 1 S D G s
エスディージーズ

(Susta inab le  Deve lopment  Goa l s；持続可能な開発目標 )  

     平成 27(2015)年 9 月の国連サミットにおいて，日本を含む全

193 か 国 の 合 意 に よ り採 択 さ れ た 国 際 社会 全 体 の 共 通 目 標 。 以 下

の 17 の目標が掲げられている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 2 フェーズフリー  

  日常的に使用・提供している施設機能や市民サービス，システム

などを，平常時だけでなく災害時などの非常時に おいても利活用で

きるよう整備していくという考え方 。  

例 ）・ 公 共 施 設 に お い て ， 地 域 の 人 々 が 集 う 場 所 と し て 利 用 さ れ る

スペース等を非常時に地域住民の避難所等として 利活用する  

  ・算数の授業で，「津波の速さ」を 問題として扱うことで，その

速さを理解し，早めの避難の必要性を普段から意識付ける  
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２  計画策定の前提  

 (1 )  人口  

   令和３年度に実施する将来人口推計を基本とする。  

 (2 )  土地利用  

   次期調布市都市計画マスタープランにおける「土地利用に関する基本

方針」を踏まえることとする。なお，都市計画マスター プランは，次期

総合計画と同時期の策定を予定していることから，相互に調整を図るも

のとする。  

 (3 )  財政  

   中長期的な財政計画を策定し，財政の健全性を維持していくものとす

る。  

 

３  計画の構成・性格  

 (1 )  計画の構成  

   自治基本条例 第 12 条第 1 項に基づき，次期総合計画は，基本構想及

び基本計画により構成する （図１参照）。  

 

【図１  計画の構成のイメージ】  

 

 （次期総合計画）   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2 )  計画の期間 ・性格  

  ア  基 本構想  

   ( ｱ )  期間  

     基本構想は，令和５（ 2023）年度を初年度とし，令和 12（ 2030）

年度までの８年間を計画期間とする。なお，この計画期間は，１期

４年間の市長任期 との整合性を確保する とともに，現 在の調布市将

来人口推計（平成 30（ 2018）年 3 月推計）により令和 10 年頃

に人口のピーク（約２４万１０００人）を迎える と推計されている

こと も踏 ま えた 。 また ，令 和 12（ 2030） 年 を目 標年 次に 掲げ て

いる国や東京都の計画等との連動性も考慮し，８年間とする。  

（ 主 要 な 事 業 の  

内 容・規 模 を 包 含 ） 

基本 計 画  

基本  
構想  

予算 ， 事 業の 実 施 等  

調布 市 が 目指 す べ き将 来 都 市像 と ，  

その 実 現 のた め の 基本 方 針  

基本 構 想 に即 し て ，そ の 基 本方 針 を  

具 現 化 す る た め の 主 な 施 策 を 体 系 的 に

示す も の  
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   ( ｲ )  性格  

     自治基本条例第 12 条第 1 項に基づき，基本構想は，調布市の目

標 と す べ き 将 来 都 市 像 及 び そ の 実 現 の た め の 基 本 方 針 を 示 す も の

とし，地域特性を活かした将来都市像を市民と市が共有し，議会の

議決を経て策定する。  

 

  イ  基 本計画  

   ( ｱ )  期間  

     基本計画は，令和５（ 2023）年度を初年度 とし， 前期及び後期

の計画期間は それぞれ４年間とする （図２参照）。  

   ( ｲ )  性格  

     自治基本条例第 12 条第 1 項に基づき，基本計画は，基本構想に

即して，その基本方針を具現化するための基本的な施策を体系的に

示すとともに，各 施策分野における主要な事業の 内容及び規模の概

要を示すものとして策定する。  

 

【図２  計画期間のイメージ】  

＜現行計画の計画期間＞  

年度
和暦
(西暦)

平成２５
(２０１３)

平成２６
(２０１４)

平成２７
(２０１５)

平成２８
(２０１６)

平成２９
(２０１７)

平成３０
(２０１８)

令和元
(２０１９)

令和２
(２０２０)

令和３
(２０２１)

令和４
(２０２２)

後期基本計画(４年間)

基本構想 基本構想(１０年間)

市長任期

基本計画
前期基本計画(６年間)

修正基本計画(４年間)

 

 

＜次期総合計画の計画期間 ＞  

年度
和暦
(西暦)

令和５
(２０２３)

令和６
(２０２４)

令和７
(２０２５)

令和８
(２０２６)

令和９
(２０２７)

令和１０
(２０２８)

令和１１
(２０２９)

令和１２
(２０３０)

基本構想

基本計画

市長任期

新たな基本構想(８年間)

前期基本計画(４年間) 後期基本計画(４年間)

 

 

 (3 )  各施策分野 の計画 等  

   次期総合計画は，市の各施策分野において市民参加等 を踏まえ策定し

た個別計画や，国・東京都等が策定した 市域を包含する広域的な計画 と

の整合性を確保しながら策定するとともに，次期総合計画と市の各施策

分野の個別計画との関係を整理し，市全体の計画体系を明確にすること

とする。  

   また，各施策 分野の個別計画についても，次期総合計画の検討と合わ

せ，必要に応じて見直しを行い，同時期及び今後策定する予定の計画に

ついては，次期総合計画を踏まえた内容として，可能な限り，次期総合

計画の内容や計画期間と整合を図る ものとする。  
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 (4 )  次期総合計 画の 進行管 理  

   行政評価によ る計画・行革・予算が 一体となったＰＤＣＡマネジメン

トサイクル〈 P lan（計画）－ Do（実施）－ Check（評価）－ Act ion（改

革 ・ 改 善）〉 を 活 用 し ， 計 画 に 位 置 付 け た 各 施 策 ・ 事 務 事 業 の 進 行 管 理

を行う。  

 

４  参加と協働による次期総合計画の策定  

 (1 )  参加と協働  

   次期総合計画の策定に当たっては ，検討の初期段階から，策定過程の

積極的な情報発信，意識調査・アンケート，説明会，タウンミーティン

グ，ワークショップ，パブリック・コメント 手続等，様々な機会を捉え

た市民意見の募集と反映など，広範かつ多様な市民参加の機会を積極的

に確保する。  

   新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ，オンライン会議やコ

ミュニケーションアプリの活用など創意工夫を重ねながら，次代を担う

若い世代をはじ め，幅広い年代等からの意見の把握に努めていく。  

   また，公募市民を含む検討組織を設置し，市民と市との協働により会

議等を運営していくことで，基本構想の策定過程を通じた参加と協働の

まちづくりを推進し，市民全体で調布の 新たな将来都市像の共有を目指

すものとする。  

 (2 )  基本構想策 定推進 市民 会議  

   公募等による 市民及び職員（調布市総合計画策定庁内検討プロジェク

ト・チ ーム ※ 3） で 構成し ，調 布市 総 合計画 策定 推進 委 員 ※ 4 の参 加・ 助

言などのもと，基本構想の策定に向け，市民と市の協働により 検討する

組織として，設置する。  

(3 )  （仮称）産 学 官連携会議  

多様化・複雑化する市を取り巻く環境の変化や社会的な課題を的確に

捉え，市内に所在する企業・大学等がデジタル化に係る先端技術やスマ

ー ト シ テ ィ の 取 組 な ど そ れ ぞ れ の 専 門 的 知 見 や ノ ウ ハ ウ を 生 か し な が

ら検討を行う組織として，設置する。  

（仮称）産学官 連携会議は，基本構想策定推進市民会議と適宜，情報

共有しながら，次期総合計画の策定に向け，議論を行う（図３参照）。  

 

※ 3 調布市総合計画策定庁内検討プロジェクト・チーム  

   次期総合計画の策定に向け，市政全般や各施策 に係る情報の収集・調

査 及 び 分 析 や 計 画 策 定 過 程 に お け る 市 民 と の 意 見 交 換 な ど を 行 う た め，

令和２年 10 月に設置した，市職員・監理団体職員で構成する組織（公

募含む２５人以内で構成）  

 

 



6 

 

※ 4 調布市総合計画策定推進委員  

   総合計画等の策定・推進に関して助言を行う専門委員  

（令和３年４月現在， 定員 10 人以内）  

 

【図３  検討組織と体制のイメージ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  総合計画の策定スケジュール（案）  

令 和 ３ 年 度 は ， 次 期 総 合 計 画 の 策 定 方 針 を 策 定 ・ 公 表 す る と と も に ，

基 本 構 想 策 定 推 進 市 民 会 議 を 中 心 と し ， 多 様 な 市 民 参 加 の 機 会 を 設 け な

がら，企業・大学等とも連携の下，基本構想案の中間とりまとめを行う。  

令 和 ４ 年 度 は ， 基 本 構 想 案 の 最 終 と り ま と め を 行 う と と も に ， 議 会 の

議 決 を 経 て ， 基 本 計 画 案 と 併 せ ， 年 度 末 に 次 期 総 合 計 画 と し て 策 定 ・ 公

表を行う。  

 

【図４  策定スケジュール（案）】  

 

 

 

 

 

 

 

※現在の想定ですので，今後変更となることがあります。  

 

 

総合計画 

策定推進委員 
市長 市議会 

 

総合計画策定  

庁内検討  

プロジェクト・  

チーム  

（若手・中堅職員）  

 

助 言  

参 加  

助 言  
報 告  

報 告  

提 案  

参 加  

議 案 提 出 ・ 説 明  

議 決  

報 告  

指 示  

調布市 

（事務局）  

行政経営会議  

企画会議  

 

 

（仮称）産学官連携会議  
【企業・大学等】  

市民 や 多 様な 主 体 との 連 携  
情報 共 有 と市 民 参 加  

意 見 交 換 や 説 明 会 ， パ ブ コ メ ， Ｓ

Ｎ Ｓ を 活 用 し た 情 報 発 信  

助 言・提 案  

基本構想策定推進市民会議  
【市民】  

情 報 共 有  

    

意 見 交 換 会  説 明 会  パ ブ コ メ  S N S  

な ど  


